
保育サービスアドバイザーとは 

保育を希望する保護者や、在宅で育児をする保護者、出産予定の方等に、ご家庭に合った 

保育施設や子育て支援サービスなどの、案内や相談を行います。保育サービスアドバイザーは 

区立保育園勤務経験のある保育士です。子育て相談についてもお気軽にご相談ください。 

 

【問合せ先】 

月曜日～金曜日  8時 30分～17時 （祝祭日を除く） 

電話 03-5744-1617 

   

 

 

 

 

保育サービスアドバイザーでは、窓口に

よる相談、オンラインによる保育所入所に

関する説明会、個別相談を行っています。    

いずれも電子申請での予約受付が可能で

す。ぜひご利用ください。なお、窓口相談

のみ電話でも予約受付ができます。 

その他、直接電話にてご相談いただけま

す。電話でのご相談は予約不要です。 

オンライン説明会、個別相談の日程など 

ホームページにてご確認ください。 

 

※窓口での相談は予約制になっており 

２０分程度の時間を予定しています。 
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カム カム 
～ 保育サービスアドバイザーだより ～ 

第 3号（年 3回） 

令和 7年 1月 

保育利用支援担当 

保育サービス 

アドバイザー 

保育サービスアドバイザーだより「カムカム」は、保育施設入所に必要なことをリアルタイムでお知らせ

する情報誌です。本年も、入園申込みのしおりと共にご活用していただけると幸いです。今回は二次利用調

整・保育ママ・認可外保育施設についてご案内します。 

 

 

・区内施設・児童館・子育てひろばも 1か月前からの受付ですが、日程、開催時間など異なりますので、ホーム

ページ、アドバイザーリーフレットなどでご確認ください。（電話受付時間は平日 8：30～17：00） 

  ※電話でのご相談は予約はいりません ＊蜜を避けるために、相談者を 1名にさせていただいています。 

                      ご理解、ご協力よろしくお願いします。 
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◎二次利用調整結果通知は３月 5日（水）に 

発送予定です。 調整結果の問い合わせは 

3月 10日（月）から回答を開始します。 

【４月入所の二次利用調整とは】 

一次利用調整の結果、内定の辞退や在園児の退所

等で生じた欠員に対して、二回目の利用調整を行

うことです。 

 

 

 

 

 

 

 

一次利用調整で保留となった方は、再度の申請は

不要ですが、申請内容に変更がある、また追加書 

類等がある方は申込締切日までに提出が必要です 

⦿欠員情報を２月 3日（月）・２月１3日（木） 

にホームページで公開します。 

⦿希望保育園の追加と変更は、２月１8日（火） 

まで、電話でも受付けます。 

 

二次利用調整の申込締切日２月 10日（月） 

 

 

大田区ＨＰ 二次元コード 

保育サービスアドバイザー 

 

  電子申請のご案内  

 



●家庭福祉員の自宅かグループ保育室という家庭的な環境のもと、生後 43 日から 2 歳未満までのお

子様を保育します。保育にあたる家庭福祉員は、区の認定を受け、心身共に健康で保育士・教員・看護

師などの有資格者、もしくは育児経験者です。保護者と家庭福祉員双方の合意のもとで保育委託契約を

結び保育開始となります。 

●紹介できる条件とお子様の年齢 

・就労・求職・出産等で保育の必要性のあるご家庭。※疾病介護・通学等の事由ではご利用できません 

・詳細は入園のしおりＰ48～P49または、大田区ホームページをご覧ください 

・委託開始時、生後 43日から 2歳未満で健康であること、食物アレルギーがないこと 

●令和７年度４月１日からの利用申し込み受付期間     ●受付場所            

令和 7年 2月 25日（火）～3月 7日（金）        大田区役所 3階保育サービス課 

※令和 5年 4月 2日～令和 7年 2月 17日          保育指導担当 03-5744-1643 

に生まれたお子様が対象です 
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●東京都が施設や職員の基準を定めており、毎日の

利用のほか、利用者が預けたい曜日や保育時間を柔

軟に決められる保育施設です。主に 1歳児、2歳児

クラスのお子様をお預かりしています。 

定期利用保育事業とは 

その他に企業主導型保育施設や、ベビーシッターなどがあります。定期利用保育事業、東京都認証保育所、

企業主導型保育所などの認可外保育施設を利用する場合は、保護者と事業者で直接契約を行います。 

申し込み方法などについては、各施設へ直接お問い合わせ下さい。 

家庭福祉員（保育ママ）とは 

●全ての保育施設で０歳児保育を行っており、

13 時間開所をしているなど保護者のニーズに

幅広く対応している保育施設です。 

東京都認証保育所とは 

こども・子育て支援情報公表システム 

「ここ deサーチ」では住所を入力すると、

地図上で保育所などの施設情報を検索す

ることができます。ご活用下さい。 

認可外保育施設は保護者の負担を軽減するため、

補助金が出る場合があります。詳しくは大田区 

ホームページ「認可外保育施設」をご覧下さい。 

家庭福祉員（保育ママ）や

認可外保育施設などに申し

込むことができます。 
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認可保育園に入れな

かった・・・ 

どうしたらいいの？ 
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